
１　職員の任免に関する事項

(１)採用及び退職の状況（令和６年４月１日から令和７年３月31日まで）

(注) 職種区分は、地方公務員給与実態調査の調査要領によるものです。

(２)部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）

①正規職員

人

人

人

(注) １ 職員数は一般職に属する職員数です。

２ [     ]内は、条例定数の合計です。

②フルタイム会計年度任用職員

(注) 令和２年度より制度を開始しています。
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(３)年齢別職員構成の状況

　

(４)職員数の推移

①正規職員

(注) 職員数は、各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

②フルタイム会計年度任用職員

(注) 令和２年度より制度を開始しています。
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２　職員の給与の状況

(１)人件費の状況

①普通会計決算

(注) 人件費には児童手当を含みません。

②水道事業会計決算

(注) 職員給与費には児童手当を含みません。

(２)職員給与費の状況

①普通会計決算

(注) １ 職員手当には退職手当、児童手当を含みません。

２ 職員数は、令和６年４月１日現在の人数です。また、暫定再任用職員（短時間勤務）及び会計年度任用職員を含みません。

３ 給与費については、暫定再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれていますが、会計年度任用職員の給与費は含まれていません。

②水道事業会計決算

(注) １ 職員手当には退職給与金、児童手当を含みません。

２ 職員数は、令和７年３月31日現在の人数です。

(３)給与制度の総合的見直しの実施状況について

① 給料表の見直し

【　　実施　　】

（給料表の改定実施時期）　令和７年４月１日

（内容）行政職給料表について、国の見直し内容を踏まえ、俸給の最低水準の引上げ（若手の早期昇格時の給与を

改善するため）及び、より職責を重視した俸給体系への見直し（各級における職務の級間の重なりを解消）

を実施しました。

② 地域手当の見直し

（支給割合） 都道府県単位へ広域化したことに伴い、段階的に引上げを実施します。（令和７年４月１日実施）

③ その他の見直し内容

  扶養手当、通勤手当、管理職員特別勤務手当及び再任用職員への手当について、国と同様に見直しを実施しました。

（令和７年４月１日実施）
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(４)特記事項

　令和７年４月１日現在の給与抑制

　特別職

(５)ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

(注) １　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて

　学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数です。

２  類似団体とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

(６)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和７年４月１日現在）

①一般行政職

円 円 円

②技能労務職

歳 12 人 円 円 円

歳 1 人 円 円 円

円 円

※ 年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータはそれぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年に

　支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

1　基本的な考え方

　集中改革プランに基づき、民間委託の拡充等により、平成16年度以降、技能労務職員の採用は行っておりません。

　給与につきましては、国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従業員の給与等を考慮し、適正化に向けた取組を

推進していきます。

2　具体的な取組内容　

　給料表については、大阪府及び府内各市の動向を注視しつつ、慎重に検討してまいります。また、特殊勤務手当及び

住居手当について一部廃止を行い、昇給基準については、平成18年4月から国家公務員に準じた給与構造改革を実施し、

適正化に向けた取組を行っております。

　今後とも、職員数の適正化及び退職者の補充の抑制を踏まえ、さらなる民間委託も視野に入れ、事務・事業の見直し

を引き続き検討してまいります。

令和７年４月１日から令和11年１月12日まで

期間

10％～5％の減額

内容

給料

項目

Ｃ／Ｄ
民間

（Ｄ）
公務員
（Ｃ）

年収ベース（試算値）の比較

参考

━

━━

4,168,550

━

　　  ━

泉大津市

うち
用務員 61.1

56.8

泉大津市

区分

43.1

平均給与月額平均給料月額
（国ベース）(A)

区分
平均年齢 職員数

327,136

平均年齢

歳

公務員

平均給与月額

平均給与月額
(国ベース）

平均給与月額平均給料月額

395,490435,826

技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針

241,450

284,783

245,650

289,671

219,500

255,127

区分

うち
用務員

泉大津市

（R6.4.1）
95.7

（R6.4.1）
98.3

（R6.4.1）
98.6

（R3.4.1）
96.8

（R3.4.1）
98.2

（R3.4.1）
98.8

（R4.4.1）
95.4

（R4.4.1）
98.3

（R4.4.1）
98.8

（R5.4.1）
95.8

（R5.4.1）
98.3

（R5.4.1）
98.6

90

95

100

105

泉大津市 類似団体平均 全国市平均
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③税務職

歳 円 円 円

④教育職(幼稚園教諭）

歳 円 円

⑤消防職

歳 円 円 円

⑥看護・保健職

歳 円 円 円

⑦企業職

歳 円 円 円

歳 円 円

(注) １ 「平均給料月額」とは、令和７年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給を平均したものです。

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の合計額を平均 

　したもので、地方公務員給与実態調査において明らかにされています。

　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には、通勤手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が

　含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

３ 企業職における「基本給」とは、給料、扶養手当及び地域手当の合計額を平均したものです。

４ 企業職における「平均月収額」には、期末手当及び勤勉手当が含まれます。

(７)職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

(注) 技能労務職の初任給については、年齢で幅を設けているため、最低額を記載しています。

(８)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円
消　防　職

技能労務職

一般行政職

高　校　卒

大　学　卒

中　学　卒

高　校　卒

高　校　卒

大　学　卒

201,000

225,600

183,500

201,000

352,200

━　　

━　　

━　　

━　　

373,650

288,500

━　　

━　　

━　　

━　　

304,733

経験年数１０年

261,033

━　　

━　　

━　　

━　　

266,870

201,000

225,600

初任給

泉大津市

経験年数２０年経験年数１５年区　　　         分

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額
(国ベース）

泉大津市 46.9 307,830 389,796 357,889

403,971

区分 平均年齢 基本給 平均月収額

泉大津市 48.0 385,080 533,189

大　学　卒

中　学　卒

高　校　卒

高　校　卒

大　学　卒

区　　　分

平均給与月額
(国ベース）

平均給与月額平均給料月額

354,854472,678303,348

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

泉大津市 43.3 331,835 403,486

平均給与月額
平均給与月額
(国ベース）

泉大津市 35.6 304,545 423,532 369,800

区分

43.6

平均年齢

平均給与月額
平均給与月額
(国ベース）

泉大津市 48.0 339,947 506,610

消　防　職

技能労務職

一般行政職

高　校　卒

区分 平均年齢 平均給料月額

泉大津市

区分 平均年齢 平均給料月額
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(９)一般行政職の級別職員数の状況（令和７年４月１日現在）

 

(注) １ 泉大津市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

(１０)昇給へ人事評価の活用状況

活用している昇給区分

上位、標準、下位の区分

上位、標準の区分

標準、下位の区分

標準の区分のみ（一律）

活用予定時期

(１１)昇給への勤務成績の反映状況

　現在、勤務成績は昇給へ反映していません。

(１２)期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（令和６年度）

千円

（令和６年度支給割合） （令和６年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

(注) １人当たり平均支給額は、全職種に係る職員（企業職、市立病院の医師などを含みます。）に支給された平均額です。

泉　大　津　市 国

━

2.102.50

1,517

  ロ．  人事評価を活用していない

  イ．　人事評価を活用している

令和６年４月１日から令和７年３月31
日

までにおける運用
一　般　職　員管　理　職　員

昇給実績が
ある区分

昇給可能な
区分

昇給実績が
ある区分

昇給可能な
区分

未定未定

〇〇

１等級

２等級

３等級

４等級

５等級

６等級

７等級

８等級

区　　分

事務職員・技術職員

事務職員・技術職員

主査・主任

係長・総括主査

専門官

課長補佐・担当長

部次長・部参事・課長・課参事

部長・理事

標準的な職務内容

人 15.4

職員数

人

人

人

13.0

％

49

％

％

2.50

34.086

人

構成比

％

4.3

％

人

39

11

2.10

19.4

％0.00

4.0

25 人

人

％9.9

％

10

33

6



(１３)退職手当（令和７年４月１日現在）

（支給率） （支給率）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

その他の加算措置 その他の加算措置

　 定年前早期退職加算措置（２％～20％加算） 定年前早期退職特例措置（２％～45％加算）

(注) 退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員（企業職、市立病院の医師などを含みます。）に支給された

　平均額です。

本市において、平成21年度（平成21年４月１日）以降は、勧奨退職制度について運用を凍結しています。

(１４)地域手当（令和７年４月１日現在）

 支給実績（令和６年度決算） 千円

 支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 円

％ 人 ％

(注) １人当たり平均支給額は、全職種に係る職員（企業職、市立病院の医師などを含みます。）に支給された平均額です。

(１５)特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）

支給実績（令和６年度決算） 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度） ％

手当の種類（手当数） 種類

47.709

１００円日額

感染症患者の看護　日額
防疫作業　　　　　日額

３，０００円
１５０円

行旅病人　　１件
行旅死亡人　１件

１，０００円
２，０００円

日額 １００円

事務　日額
作業　日額

８０円
１５０円

日額 ２００円

１件 ４００円

日額 １５０円

日額 ２５０円

社会福祉事務所の職員

行旅病人又は行旅死亡人の
収容護送作業

動物屍体処理作業を主管する課に所属す
る職員

39.7575

28.0395

19.6695

47.709

１胎 ９，０００円

１胎 ５，０００円

30

36.3

873,562

230,620

左記職員に対する支給

勧奨・定年自己都合 勧奨・定年自己都合

12,7373,429

泉大津市全域

支給対象地域

6

支給率

721

支給対象職員数 国の制度（支給率）

6

255,066

183,859

手術業務手当

33.27075

24.586875

泉大津市

47.709

47.709

33.27075

24.586875

47.709

39.7575

28.0395

19.6695

国

47.709

給料月額の４０．６％～６０．６％
　　　　＋３０，０００円

日額 ２００円

社会福祉事務従事手当

行旅病人又は行旅死亡人の
収容護送作業手当

市税、国民健康保険料又は介護保険料の
賦課又は徴収に関する業務を主管する課
に所属する職員

感染症の患者の看護又は防疫作業に従事
した職員

助産師

主な支給対象業務

感染症の患者の看護又は防
疫作業

分娩手当

医師以外の技術職員（事務局に勤務する
者を除く。）

分娩業務

手術室に勤務する看護師

分娩業務

手当の名称 主な支給対象職員

手術業務

じん芥収集現場作業を主管する課に所属
する職員

医師

じん芥収集現場作業従事手
当

診療手当

土木工事現場作業

じん芥収集現場作業

動物屍体処理作業

土木工事現場作業を主管する課に所属す
る職員

土木工事現場作業従事手当

医師

感染症防疫作業従事手当

法令に基づき公の保護を受
ける者等の住居を訪問し、
実地に行う調査又は指導業
務

社会福祉事務所の職員又は当直勤務に服
する職員

下水道施設勤務手当 下水道施設に勤務する職員

動物屍体処理作業従事手当

市税、国民健康保険料又は
介護保険料の賦課又は徴収
に関する業務

下水道施設で行う事務又は
作業

市税、国民健康保険又は介
護保険料事務従事手当
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(注) １人当たり平均支給額は、全職種に係る職員（企業職、市立病院の医師などを含みます。）に支給された平均額です。

(１６）時間外勤務手当

支給実績（令和６年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）

(注) 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和６年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、

　教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除きます。）であり、短時間勤務職員を含みます。

病棟に勤務する助産師、看護師夜間看護手当 夜間の看護業務

１回につき ２，５００円

日額 ２５０円

出勤１回につき ４１０円

１勤務につき ６５０円

出場１回につき ３００円

日額 ２７０円

日額 １００円

日額 １５０円

交替制勤務を正規の勤務としている消防
職員

認定看護師手当

22時から翌日の５時までの
間に行う通信業務等

救急救命士に選任した消防職員

消防職員

消防職員

夜間特殊業務手当

救急業務

消防職員

水道料金徴収事務従事手当

公益社団法人日本看護協会が定める認定
看護分野の認定看護師登録を受けている
看護師

　４時間以上 ４，５００円

　２時間以上４時間未満 ４，０００円

　２時間未満 ２，８００円

日額 １００円

日額 １５０円

日額 ２５０円

１回につき ３，０００円
正規の勤務時間以外の時間等に自宅待機
を命じられた医師

医療業務等待機手当

産業医に任命された医師

臨床検査業務

日額 １５０円

日額 １５０円

日額 １００円

日額 ３，０００円

(部長等)   　 １時間 ４，０００円

(副部長等) 　 １時間 ３，５００円

(部長補佐等)　１時間 ３，０００円

(４時間未満　１，５００円)

放射線科に勤務する職員

管理職手当を支給される医師、看護師等
で休日、平日の帰宅後若しくは18時以降
特に勤務した者、又は夜間救急診療等に
従事する管理職手当の支給を受ける医師
若しくは看護師等

臨床検査業務に従事する職員

産業医手当

臨床研修指導医手当

正規の勤務時間以外の時間等に自宅待機
を命じられた医師以外の病院に勤務する
職員（診療局及び看護部に勤務する技術
職員に限る。）

都市政策部企業職員

特別出勤手当

千円

危険物取扱主任手当

出火等出動手当

細菌検査業務

現場作業手当 都市政策部企業職員

救急救命士手当

公益社団法人日本看護協会
が定める認定看護分野の看
護師認定にかかる看護業務

千円

消火業務

水道現場作業又は
浄配水作業

危険物取扱主任を命じた職員

救急出場手当

水道料金徴収事務

臨床研修プログラム責任者に任命された
医師

240

145,943

感染症危険手当 医師及び看護師 感染症患者の治療

緊急消防援助隊として勤務

休日、平日の帰宅後または
18時以降に、当直者の要請
による勤務又は夜間救急診
療など勤務時間外に特別に
行う勤務

緊急消防援助隊手当

細菌検査業務に従事する職員

放射線手当

細菌検査手当

臨床検査手当

日額 ２，１６０円

　７時間15分以上 ３０，０００
円

　４時間以上７時間15分未満 １５，０００
円

小児救急医師手当 小児科部に所属する医師

正規の勤務時間による勤務
の全部又は一部が、午前０
時30分から午前９時（週休
日及び休日の場合は、午前
９時から午後５時）までの
間に行った小児救急診療業
務
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(１７)その他の手当（令和７年４月１日現在）

3,000円

子（１人につき） 円

父母等（１人につき） 6,500円

最高限度額 円

最低支給額 円

・交通機関利用者　

・自動車等の交通用具使用者

 2km ～  5km 円

 5km ～ 10km 円

10km ～ 15km 円

15km ～ 20km 円

20km ～ 25km 円

25km ～ 30km 円

30km ～ 35km 円

35km ～ 40km 円

40km ～ 45km 円

45km ～ 50km 円

50km ～ 55km 円

55km ～ 60km 円

60km ～ 円

参与 円

部長 円

理事 円

統括監 円

部次長 円

部参事 円

課長 円

課参事 円

課長補佐 円

所長代理 円

・医師

　　宿直１回につき 円

（救急の場合　　　　55,000円）

　　日直１回につき 円

（救急の場合　　　　39,000円）

・薬剤師、医療技師、看護師

　　救急の宿直１回につき 円

（管理職員の場合　　　12,570円）

　　救急の日直１回につき 円

・その他の職員

　　宿日直１回につき 円

支給職員１人当たり
平均支給年額

(令和６年度決算)

249,399

328,133

118,057

742,684

2,044,277

異なる内容
（国の制度）

支給実績
(令和６年度決算)

地位に応じて
49,600円～88,500
円
が支給される

医師

宿日直１回につき
20,000円
宿直１回につき
30,000円

77,064

52,173

64,813

126,999

49,063

千円

千円

千円

千円

千円

円

配偶者

宿日直手当

正規の勤務時間以外の時間及び休日等に
おいて、庁舎・設備の保守等のために宿
日直勤務を行った職員に支給されます。

25,800

21,000

95,000

90,000

76,000

72,000

10,070

8,856

4,400

異

管理又は監督の地位にある職員に支給さ
れます。

新幹線通勤につい
ての規定なし

円

住居手当

住居を借りて家賃を払っている職員その
他の職員に支給されます。

0

28,000
同 円

31,600

29,800

28,000

26,200

24,400

21,600

18,700

15,800

12,900

10,000

7,100

4,200

2,000

通勤手当

交通機関を利用し、又は自動車等を使用
して通勤している職員（通勤距離が2キロ
メートル以上）に支給されます。

定期券等の価格により６ヶ月定期券
相当額を年２回支給

異 円

40,000

異
68,000

65,000

62,000

52,000

50,000

円

内容及び支給単価

11,500

(16歳～22歳の子　１人につき5,000円加算)

手当名

管理職手当

扶養手当 同

国の制度
との異同
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千円 円

　　課長補佐以上　

３時間以上勤務 円

６時間以上勤務 円

千円 円

(注) １人当たり平均支給額は、全職種に係る職員（企業職、市立病院の医師などを含みます。）に支給された平均額です。

(１８)特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在）

（抑制内容） （期間）

円 10％減額 令和７年４月１日から令和11年１月12日まで

（ 円 ）

円 10％減額 令和７年４月１日から令和11年１月12日まで

（ 円 ）

円 5％減額 令和７年４月１日から令和10年３月31日まで

（ 円 ）

円

円

円

月分

月分

（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

報酬月額×0.12×在職月数 円 任期毎

( 円 ）

報酬月額×0.08×在職月数 円 任期毎

( 円 ）

報酬月額×0.105×在職月数 円 任期毎

( 円 ）

下段の（　　）内は、抑制措置を行う前の給料月額で計算した退職手当の額です。

(注) １　給料及び報酬の（　　　）内は、抑制措置を行う前の金額です。                         

２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48月、教育長は３年＝36月）

　 勤めた場合における退職手当の見込額です。                                 

３　職員の勤務時間その他勤務条件に関する事項

(１)職員の勤務時間（一般職の標準的なもの）

(２)年次有給休暇の取得状況（令和６年）

給　　　　料　　　　月　　　　額　　　　等

115,674

85,200

183,302

地位に応じて
6,000円～12,000円
６時間以上勤務
9,000円～18,000円

19,318

852

24,563

千円 円

4,613,760

平均取得日数平均付与日数

終了時刻

580,000

610,000

管理職員特別勤務手当

臨時又は緊急その他の公務の必要によ
り、土・日曜日、休日等に勤務した管理
職員に支給されます。（管理職員に時間
外勤務手当は、支給されません。）

6,000

9,000

異

休日勤務手当
休日等（国民の祝日等及び年末年始）に
おいて、正規の勤務時間中に勤務した職
員に支払われます。

同

％

801,000

700,000

665,000

790,000

711,000

890,000

550,000

3,780,000

7,584,000

12,816,000

毎週月曜日から金曜日まで
（国民の祝日及び年末年始の休日を除く）

勤務を要する日

12時から12時45分 まで

休憩時間

消　化　率

2,513,700

2,730,240

4.55

議　長

教育長

副市長

市　長 

副議長

議　員

教育長

副市長

市　長 

議　員

副議長

議　長

教育長

副市長

市　長 

4.55

32.3日12.3日38.1　　　　　＊付与された翌年に限り、繰り越し可能
　　　　　　（最大40日）

          １年につき20日付与

制度の概要

報
　
酬

17時15分

（令和６年度支給割合）

夜間勤務手当

期
末
手
当

（令和６年度支給割合）

８時45分

開始時刻

退
職
手
当

正規の勤務時間として深夜（午後10時か
ら翌朝５時まで）勤務した職員に支給さ
れます。

同

区　　　分

備　考

給
　
　
料
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(３)その他の休暇制度（令和７年４月１日現在） 

選挙権、権利行使 必要と認められる期間

証人、鑑定人、参考人等 必要と認められる期間

骨髄液の提供 必要と認められる期間

結婚 ７日以内

育児参加 ５日

出産前 出産予定日まで８週間

出産後 出産の日の翌日から８週間

育児時間

妻の出産 ２日

不妊治療 １の年において５日（体外受精の場合は10日）

子の看護等

短期介護休暇 １年につき５日（２人以上は10日）

生理休暇 ２日

忌引 続柄により１日～７日

夏季休暇 ６月～９月の間に７日間（令和６年度）

住居の消滅等 ７日以内

交通機関の事故等 必要と認められる期間

リフレッシュ休暇

ボランティア休暇 １年につき５日以内

妊娠中の通勤緩和 勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日につきそれぞれ30分以内

妊娠中の健康診査等

病気休暇

介護休暇

組合休暇

(４)育児休業及び部分休業の取得状況

人 人 人 人

人 人 人 人

人 人 人 人

(５)介護休暇の取得状況

　介護休暇を取得した者 男性 0 人 女性 0 人

部分休業育児休業

令和６年度に新たに取得した職員令和５年度に新たに取得した職員

9

8

1

25

21

4

13

12

1

28

20

8

（１歳３ヶ月未満の子を養育する職員）
１日２回　各45分以内

（小学校３年生以下の子を看護する職員）
１年につき５日（２人以上は10日）

勤続　10年　５日間
勤続　20年　５日間
勤続　30年　５日間

（保健指導、健康診査を受ける場合）
必要と認められる期間

療養のために勤務しないことがやむを得ないと認められる
必要最小限度の期間

（配偶者等を介護する職員）
２週間以上、１年につき６月まで

（職員団体の業務に従事する職員）
１年につき30日

区分

女性

計

男性

部分休業育児休業

有給

有給

有給

有給

有給

有給

有給

有給

有給

有給

有給

有給

無給

有給

有給

有給

有給

有給

有給

無給

休暇日数等

有給

有給

有給

有給

休暇の種類
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４　職員の分限及び懲戒処分の状況に関する事項

(１)分限処分者数

勤務成績が良くない者 人 人 人 人 人

心身の故障 人 人 人 人 人

必要な適格性を欠く場合 人 人 人 人 人

定数の改廃、予算の減少により過員を生じた場合 人 人 人 人 人

事件に関し、起訴された場合 人 人 人 人 人

条例で定めた理由による場合 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人

(２)懲戒処分者数

法令に違反した場合 1 人 0 人 0 人 0 人 1 人 0 人

職務上の義務に違反した場合 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

1 人 0 人 0 人 0 人 1 人 0 人

５　職員の服務の状況に関する事項

職員の営利企業等従事許可の状況

会社の役員等の地位を兼ねる場合 人

自ら営利を目的とする私企業を営む場合 人

報酬を得て事業又は事務に従事する場合 人

人

６　職員の研修の状況

新規採用職員研修 回 人

階層別職員研修 回 人

能力開発・向上研修 回 人

派遣研修（おおさか市町村職員研修研究センター） 回 人

派遣研修（市町村アカデミー等） 回 人

派遣研修（消防大学） 回 人

派遣研修（消防学校） 回 人

派遣研修（その他） 回 人

回 人

７　職員の福祉及び利益の保護の状況

(１)短期給付事業

　大阪府市町村職員共済組合

　職員やその被扶養者の病気、けが、出産、死亡、休業等の場合に、医療などの現物支給や給付金が支給されます。

　職員の育児休業等に対し、育児休業手当金等が支給されます。

(２)長期給付事業

　大阪府市町村職員共済組合

　職員の退職、障害、死亡の時に、退職共済年金、障害共済年金、障害一時金、遺族共済年金が支給されます。

0

0

0

44

0

0

0

0

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

訓告等計免職停職減給

44

0

0

0

0

44

0

0

0

0

0

0

151

56

26

戒告区　　　　　　　　分

計

4

4

0

0

全体の奉仕者たるにふさわしくない
非行のあった場合

回数

計降給休職免職降任区　　　　　　　　分

計

350

1,041

105

15

1

12

32

275

251

359

81

11

1

4

29

計

区　　　　　　分 人　　数

研　修　名

計

参加者数
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(３)保健事業

　健康診断の状況

定期健康診査 人

子宮ガン検診 人

乳ガン検診 人

胸部レントゲン 人

胃部レントゲン 人

Ｂ型肝炎（Ｃ型肝炎含む） 人

大腸ガン検診 人

人間ドック 人

特定業務従事者健康診断 人

電離放射線健康診断 人

有機溶剤健康診断 人

人

(注) 特定業務従事者健康診断、電離放射線健康診断、有機溶剤健康診断については市立病院のみで実施し、また、胸部レントゲン、

　Ｂ型肝炎、電離放射線健康診断については、市立病院では年２回実施した延べ人数を含んでいます。

なお、大腸ガン検診については、会計年度任用職員を含んでいます。

(４)福祉事業

　①大阪府市町村職員共済組合

　組合員の臨時支出に対し、生活資金等の貸付が可能です。

　②泉大津市職員厚生会

　文化・体育事業及びレクリエーション事業を実施しています。

(５)公務災害補償の状況

7 人

0 人

(６)令和６年度における措置の要求の状況及び審査請求の状況

1 件 （うち取下げ１件）

0 件

８　令和６年度に実施した職員採用競争試験の状況

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

勤務条件に関する措置要求

不利益処分に関する審査請求

区分 件数

作業療法士 2 1

医療事務 2 1

消防（初級） 19 2

土木職 4 0

建築職 4 1

管理栄養士 15 1

学芸員 2 0

言語聴覚士 4 1

3

保健師 2 1

保育士 11 7

種　類

計

受診者数

2

0

0

6

6

0

1

75

516

通勤災害

公務災害

区分 災害件数

社会福祉士

上級土木職

上級事務職

区分

上級建築職

合格者数受験者数

2,692

91

208

250

794

165

78

489

38

60

消防（上級） 11 1
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